
議案第１３号 

 

 

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関

する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する 

 

条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関

する条例の一部を改正する条例 

大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する

条例（平成１７年大田市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第１２条第３項」を「第１２条第４項」に、「第４５条

第２項」を「第４５条第３項」に、「第２８条の９第１０項」を「第

２８条の９第１０項第１号」に改める。 

第４条中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「

２年を」を「３年を」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大田市地域振興を促進するための固定資

産税の課税免除等に関する条例の規定は、令和４年４月１日以後に

新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、

又は増設された設備については、なお従前の例による。 
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大田市地域振興を促進するための固定資産税の課税免除等に

関する条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

  租税特別措置法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

⑴ 租税特別措置法の改正による引用条項の移動に伴い、条文の項

番号を改める。 

（第２条） 

 

⑵ 「地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令」の

改正に伴い、課税免除及び不均一課税の前提となる計画の認定を

受ける期限を令和６年３月３１日まで２年間延長する。また、整

備計画の認定から事業の用に供するまでの期限を２年から３年へ

１年延長する。 

（第４条） 

 

３ 施行期日 

 

公布の日から施行する。 
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議案第１４号 

 

 

大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

 

 

大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改 

 

正する条例を、別紙のとおり制定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１７

年大田市条例第１２５号）の一部を次のように改正する。 

別表温泉津一般廃棄物処分場の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大田市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

一般廃棄物処理施設の閉場に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

一般廃棄物処理施設のうち「温泉津一般廃棄物処分場」を削る。 

現行 改正後 

大田し尿処理場 大田し尿処理場 

大田可燃物中間処理施設 大田可燃物中間処理施設 

大田リサイクルセンター 大田リサイクルセンター 

温泉津一般廃棄物処分場 [削除] 

大田容器包装リサイクルセンター 大田容器包装リサイクルセンター 

大田市不燃物処分場 大田市不燃物処分場 

（別表） 

 

３ 施行期日 

 

公布の日から施行する。 
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議案第１５号 

 

 

大田市企業立地奨励条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

大田市企業立地奨励条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制 

 

定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市企業立地奨励条例の一部を改正する条例 

大田市企業立地奨励条例（平成１７年大田市条例第１７９号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第３項第２号中コをサとし、ケをコとし、クをケとし、キを

クとし、カをキとし、オをカとし、エの次に次のように加える。 

オ インターネット広告業 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大田市企業立地奨励条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

島根県企業立地促進条例施行規則の一部改正を踏まえ、所要の改

正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

助成金の交付対象とする業種を改める。 

現行 改正後 

ア 製造業 ア 製造業 

イ ソフトウェア業 イ ソフトウェア業 

ウ 情報処理・提供サービス業 ウ 情報処理・提供サービス業 

エ インターネット附随サービス業 エ インターネット附随サービス業 

 オ インターネット広告業 

オ コールセンター業 カ コールセンター業 

カ データセンター業 キ データセンター業 

キ シェアードサービス業 ク シェアードサービス業 

ク 非破壊検査業 ケ 非破壊検査業 

ケ 機械設計業 コ 機械設計業 

コ その他産業支援サービス業のう

ち市長が認める事業 

サ その他産業支援サービス業のう

ち市長が認める事業 

（第４条） 

 

３ 施行期日 

 

公布の日から施行する。 
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議案第１６号 

 

 

大田市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

大田市火入れに関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり 

 

制定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

大田市火入れに関する条例（平成１７年大田市条例第１７５号）の

一部を次のように改正する。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大田市火入れに関する条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

申請者からの申請について押印を不要とするため、所要の改正を

行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

火入れの許可申請書から押印欄を削る。 

（様式第１号） 

 

３ 施行期日 

 

公布の日から施行する。 

-25-



議案第１７号 

 

 

大田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 

 

大田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を、別紙のとお 

 

り制定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

大田市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年大田市条例第２１２号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「第１条第３号」を「第１条第４号」に改める。 

第６条第１号を次のように改める。 

⑴ 法第３条第４号イに規定する親族又は児童（児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４に規定する里親に委託されている児童をいう。）（入

居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。）がある

こと。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大田市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正

に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

⑴ 引用条項の移動に伴い、条文の号番号を改める。 

（第２条） 

 

⑵ 入居資格要件について、里子についても同居親族に準ずる者と

して同要件を満たすものとする。 

（第６条） 

 

３ 施行期日 

 

公布の日から施行する。 
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議案第１８号 

 

 

大田市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

大田市附属機関設置条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制 

 

定するものとする。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

大田市附属機関設置条例（令和４年大田市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１中「 

おおだ教育魅力

化推進会議 

教育の魅力化の推進に関すること。 １５人

以内 

石見銀山遺跡整

備検討委員会 

史跡石見銀山遺跡の整備事業に関するこ

と。 

１５人

以内 

」を「 

おおだ教育魅力

化推進会議 

教育の魅力化の推進に関すること。 １５人

以内 

大田市学力育成

協議会 

学力育成の推進に関すること。 １５人

以内 

石見銀山遺跡整

備検討委員会 

史跡石見銀山遺跡の整備事業に関するこ

と。 

１５人

以内 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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大田市附属機関設置条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

大田市の小・中学校の学力育成、特に高校段階において理系選択

が可能な学力と関心を身に付けた子どもたちを育成するために、子

どもたちが通う小・中学校をチームで支える附属機関を新たに設置

するため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

附属機関に大田市学力育成協議会を追加する。 

（別表第１） 

 

３ 施行期日 

 

令和４年７月１日から施行する。 
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議案第１９号 

 

 

令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正西線

東側工事請負契約の締結について 

 

次のとおり、令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正

西線東側工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 契 約 の 目 的  令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事

業大正西線東側工事の請負 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額  ３２４，５００，０００円 

 

４ 契約の相手方  黒徳建設・堀工務店特別共同企業体 

代表者 

大田市大田町大田イ２８９番地３ 

黒徳建設株式会社 

代表取締役 黒瀬 清司 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ 略 

⑸ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定め

る契約を締結すること。 

（以下略） 

 

 

 

大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価

格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正西線

東側工事請負契約の締結に関する説明資料 

 

 

１ 入札日時  令和４年５月２４日 午後１時４０分 

 

２ 予定価格  ３２４，８１９，０００円 

 

３ 落札価格  ３２４，５００，０００円 

 

４ 入札参加業者（２社） 

黒徳建設・堀工務店特別共同企業体 

東幸建設株式会社 
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議案第２０号 

 

 

令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正西一

南側工事請負契約の締結について 

 

次のとおり、令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正

西一南側工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 契 約 の 目 的  令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事

業大正西一南側工事の請負 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額  １９０，３００，０００円 

 

４ 契約の相手方  はたの産業・須山商事特別共同企業体 

代表者 

大田市大田町大田イ６６０番地１３ 

株式会社はたの産業 

代表取締役 波多野 瑠璃子 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ 略 

⑸ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定め

る契約を締結すること。 

（以下略） 

 

 

 

大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価

格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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令和４年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業大正西一

南側工事請負契約の締結に関する説明資料 

 

 

１ 入札日時  令和４年５月２４日 午後１時５０分 

 

２ 予定価格  １９４，９２５，５００円 

 

３ 落札価格  １９０，３００，０００円 

 

４ 入札参加業者（２社） 

はたの産業・須山商事特別共同企業体 

東幸建設株式会社 
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議案第２１号 

 

 

令和４年度消防通信指令システム更新整備工事請負契約の

締結について 

 

次のとおり、令和４年度消防通信指令システム更新整備工事請負契

約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年６月６日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 契 約 の 目 的  令和４年度消防通信指令システム更新整備工事

の請負 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額  ３１３，０６０，０００円 

 

４ 契約の相手方  広島県広島市西区南観音５丁目１１番１２号 

株式会社富士通ゼネラル 

中四国情報通信ネットワーク営業部 

部長 島崎 浩成 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ 略 

⑸ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定め

る契約を締結すること。 

（以下略） 

 

 

 

大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価

格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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令和４年度消防通信指令システム更新整備工事請負契約の

締結に関する説明資料 

 

 

１ 入札日時  令和４年５月２４日 午後１時３０分 

 

２ 予定価格  ３２６，５５７，０００円 

 

３ 落札価格  ３１３，０６０，０００円 

 

４ 入札参加業者（１社） 

株式会社富士通ゼネラル 中四国情報通信ネットワーク営業部 
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